※本テンプレートは一般媒介契約(明示型・売買用)を主構成としています。専任媒介・専属専任媒介への修正は別添ガイドを参照してください。2022年5月18日施行の宅建業法第34条の2第11項により、媒介契約書の電子化が認められています。媒介契約書は印紙税不要です。

媒介契約書(一般媒介・明示型)
甲の正式名称と乙の正式名称とは、甲が乙に対し、別紙「物件の表示」に記載の宅地・建物(以下「本物件」という。)の[売買/交換]の媒介を依頼することについて、宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づき、次のとおり媒介契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)
本契約は、甲が乙に対し、本物件の[売買/交換]の媒介(以下「本媒介」という。)を依頼することを目的とする。乙は、本媒介に関する業務を、宅地建物取引業法その他関係法令ならびに本契約の規定に従い、誠実に遂行するものとする。
第2条(媒介契約の類型)
1. 本契約は、宅地建物取引業法第34条の2に基づく一般媒介契約とする。
1. 甲は、本契約と並行して、他の宅地建物取引業者に対し、本物件の媒介を依頼することができる。ただし、本契約は明示型とし、甲は他の宅地建物取引業者に依頼する場合、その業者名を直ちに乙に書面または電磁的方法により通知するものとする。
1. 甲は、本契約期間中、自ら発見した相手方と本物件について直接取引する(以下「自己発見取引」という。)ことができる。この場合、甲は乙に対し、その旨を直ちに通知するものとする。
第3条(本物件の表示)
本媒介の対象となる本物件は、別紙「物件の表示」に記載のとおりとする。
第4条(売買すべき価額・取引条件)
1. 本物件の希望売却価額は、金[金額]円(消費税別)とする。
1. 前項の価額は、甲乙協議の上、書面または電磁的方法により変更することができる。
1. 取引条件(引渡条件、瑕疵担保責任の範囲、特約事項等)については、別紙「取引条件」に記載のとおりとする。
第5条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は、[YYYY年MM月DD日]から[YYYY年MM月DD日]までの[3か月間]とする。
1. 本契約の有効期間は、甲の申出があった場合に限り、甲乙協議の上、更新することができる。
第6条(媒介業務の内容)
乙は、本媒介の遂行にあたり、次の業務を行う。
1. 本物件の物件調査(物件の権利関係、法令上の制限、現況等)
1. 本物件の販売活動(広告掲載、内覧対応、購入希望者の紹介等)
1. 本物件の価額・取引条件に関する助言
1. 本物件の購入希望者との交渉・契約条件調整
1. 売買契約締結に向けた支援(重要事項説明書の作成、売買契約書の作成等)
1. その他、本媒介に関連して必要な業務
第7条(指定流通機構への登録)※一般媒介では任意
1. 乙は、本物件を指定流通機構(レインズ)に登録するか否かを任意で判断する。登録する場合、乙は登録の有無および登録内容を甲に通知する。
1. 専任媒介契約・専属専任媒介契約に変更する場合、宅建業法第34条の2第5項に基づき、契約締結日から専任媒介は7日以内、専属専任媒介は5日以内(休業日を除く)に、レインズに登録する義務が発生する。
第8条(業務処理状況の報告)※一般媒介では任意
1. 乙は、本媒介の遂行状況について、必要に応じて甲に報告する。報告の頻度・方法は、甲乙協議の上、別途定める。
1. 専任媒介契約・専属専任媒介契約に変更する場合、宅建業法第34条の2第8項に基づき、専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上、書面または電磁的方法により業務処理状況を甲に報告する義務が発生する。
第9条(報酬)
1. 甲は、乙の媒介により本物件の売買契約が成立した場合、乙に対し、次のとおり報酬を支払う。
1. 報酬の額は、宅地建物取引業法第46条および国土交通省告示に基づき、次のとおり算定する(税込)。
	取引価額
	報酬額の上限

	200万円以下
	取引価額 × 5.5%

	200万円超〜400万円以下
	取引価額 × 4.4% + 2.2万円

	400万円超
	取引価額 × 3.3% + 6.6万円


1. 本媒介における具体的な報酬額は、別紙「報酬計算書」のとおり、金[金額]円(税込)とする。
1. 報酬の支払時期は、次のとおりとする。
1. 売買契約締結時:報酬総額の[50]%
1. 物件引渡し時(残金決済時):残額
1. 振込手数料は甲の負担とする。
1. 本媒介により売買契約が成立しなかった場合、甲は乙に対し報酬を支払う義務を負わない(ただし、第10条に基づく実費精算を除く)。
第10条(費用負担)
1. 乙が本媒介の遂行に通常要する費用(広告費、調査費、内覧対応費等)は、原則として乙の負担とする。
1. 前項にかかわらず、甲の特別な依頼に基づく費用(指定広告媒体への掲載費、遠方への出張費、特殊な調査費等)については、甲の負担とし、甲乙協議の上、別途精算する。
1. 第2項の特別費用については、乙は事前に甲の書面または電磁的方法による承諾を得るものとする。
第11条(契約解除)
1. 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、書面または電磁的方法による相当期間の催告の上、本契約を解除することができる。
1. 本契約上の重要な義務に違反したとき
1. 支払停止、支払不能、破産・民事再生・会社更生等の手続開始の申立てがあったとき
1. 第14条(反社条項)に違反したとき(無催告で解除可能)
1. 乙の宅地建物取引業の免許が取消し・失効したとき
1. その他本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
1. 甲は、本契約期間中であっても、相手方に対し書面または電磁的方法による通知により、本契約を任意に解除することができる。
第12条(損害金・違約金)
1. 甲が本契約に違反し、または第2条第2項・第3項に基づく通知を怠った結果、乙の媒介機会を失ったときは、甲は乙に対し、乙が本媒介の遂行に要した費用を限度として、損害金を支払うものとする。
1. 本契約終了後[2年間]以内に、本契約期間中に乙が紹介した相手方との間で本物件の取引が成立した場合、甲は乙に対し、本契約に定める報酬相当額を支払うものとする。
第13条(秘密保持・個人情報保護)
1. 甲および乙は、本契約の履行に関連して相手方から開示された一切の情報(本物件の取引情報を含む)について、相手方の事前の書面または電磁的方法による承諾なく、第三者に開示・漏洩してはならない。
1. 乙は、本媒介の遂行に関連して取り扱う個人情報(購入希望者の個人情報を含む)について、個人情報の保護に関する法律およびその関係法令を遵守し、善良な管理者の注意をもって取り扱う。
1. 第1項の定めにかかわらず、乙が本媒介の遂行に必要な範囲で広告掲載・購入希望者への情報提供等を行うことは、秘密情報の開示に該当しない。
1. 本条の義務は、本契約終了後[3年間]存続する。
第14条(反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙は、自己および自己の役員・従業員等が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証する。
1. 甲または乙が前項に違反した場合、相手方は、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
1. 前項に基づく解除によって解除された当事者に損害が生じても、解除した当事者は損害賠償の責めを負わない。
第15条(合意管轄・準拠法・協議事項)
1. 本契約に関して生じた紛争については、[本物件の所在地を管轄する地方裁判所]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
1. 本契約は、日本法を準拠法とする。
1. 本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。
末尾署名欄
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印または電子署名の上、各自1通を保有する。
(電子契約により締結する場合は、本項を「本契約の成立を証するため、本書を電磁的記録として作成し、甲乙電子署名の上、各自その電磁的記録を保管する。」に置き換えてください。宅建業法第34条の2第11項により電磁的方法による交付が認められています。電子契約での締結時も印紙税は不要です。)
[YYYY年MM月DD日]
(甲・依頼者) 住所:[甲の住所] 名称/氏名:[甲の正式名称または氏名] (法人の場合:代表者役職・氏名) 印
(乙・宅地建物取引業者) 住所:[乙の住所(主たる事務所所在地)] 名称:[乙の正式名称] 代表者:[代表者役職・氏名] 印 宅地建物取引業免許番号:国土交通大臣免許/都道府県知事免許 専任の宅地建物取引士:[氏名(登録番号)]

別紙「物件の表示」(雛形)
1. 所在地
[都道府県・市区町村・町名・地番]
2. 土地
	項目
	内容

	地番
	[地番]

	地目
	[宅地/田/畑/山林等]

	地積
	[○○.○○]㎡

	持分
	[所有/共有([持分割合])]

	用途地域
	[用途地域]

	都市計画
	[都市計画区域内・市街化区域等]

	建ぺい率
	[○○]%

	容積率
	[○○]%

	接道状況
	[接道状況]


3. 建物(該当する場合)
	項目
	内容

	家屋番号
	[家屋番号]

	種類
	[居宅/事務所/店舗等]

	構造
	[木造/鉄筋コンクリート造等]

	階数
	[○○]階建て

	床面積
	[○○.○○]㎡

	建築年月日
	[YYYY年MM月]

	検査済証
	[あり/なし]


4. 権利関係
	項目
	内容

	所有者
	[所有者の氏名・名称]

	抵当権の有無
	あり/なし

	その他の権利
	[賃借権・地役権等]



別紙「取引条件」(雛形)
1. 取引形態
[売買/交換]
2. 希望売却価額
金[金額]円(消費税別)
3. 引渡し条件
	項目
	内容

	引渡時期
	[YYYY年MM月DD日まで/契約締結後○か月以内]

	引渡し方法
	[現状有姿/補修後]

	引渡し時の状態
	[空家渡し/居住者付き]


4. 契約不適合責任
	項目
	内容

	責任の範囲
	[構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分等]

	責任期間
	[引渡しから○年間]

	免責事項
	[特約による免責の有無]


5. 特約事項
[ローン特約/瑕疵特約等の特別条件を記載]

別紙「報酬計算書」(雛形)
第9条第3項に基づく本媒介の報酬計算は、次のとおりとする。
1. 取引価額
金[金額]円(税抜)
2. 報酬上限の計算(宅建業法第46条・国土交通省告示)
	取引価額帯
	計算式
	金額

	200万円以下の部分
	[部分金額] × 5.5%
	[金額]円

	200万円超〜400万円以下の部分
	[部分金額] × 4.4%
	[金額]円

	400万円超の部分
	[部分金額] × 3.3%
	[金額]円

	合計
	
	[金額]円(税込)


3. 本契約の報酬額(税込)
金[金額]円(税込)
4. 支払スケジュール
	支払時期
	金額

	売買契約締結時
	金[金額]円(報酬総額の[50]%)

	物件引渡し時(残金決済時)
	金[金額]円(残額)

	合計
	金[金額]円(税込)



別添「専任媒介への修正ガイド」
本テンプレート(一般媒介・明示型)を専任媒介契約に変更する場合、以下の修正を行ってください。
修正1:第2条(媒介契約の類型)を以下に置き換え
第2条(専任媒介契約) 1. 本契約は、宅地建物取引業法第34条の2に基づく専任媒介契約とする。 2. 甲は、本契約期間中、本物件について他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼してはならない。 3. 甲は、本契約期間中、自ら発見した相手方と本物件について直接取引することができる。この場合、甲は乙に対し、その旨を直ちに通知するものとする。
修正2:第5条(契約期間)を以下に修正
本契約の有効期間は、[YYYY年MM月DD日]から起算して3か月以内とする(宅建業法第34条の2第3項に基づく法定上限)。本契約は、依頼者(甲)の書面または電磁的方法による申出により、3か月以内の範囲で更新することができる。
修正3:第7条(レインズ登録)を以下に修正
第7条(指定流通機構への登録) 1. 乙は、本契約締結日から起算して7日以内(休業日を除く)に、本物件を指定流通機構(レインズ)に登録するものとする(宅建業法第34条の2第5項)。 2. 登録完了後、乙は速やかに登録証明書を甲に交付するものとする。 3. 本媒介により本物件の売買契約が成立した場合、乙は速やかにレインズに取引情報を通知するものとする。
修正4:第8条(業務処理状況の報告)を以下に修正
第8条(業務処理状況の報告) 乙は、甲に対し、2週間に1回以上、書面または電磁的方法により本媒介の遂行状況を報告するものとする(宅建業法第34条の2第8項)。報告には、引き合い件数、内覧の実施状況、広告掲載状況、価格条件に関する意見等を含めるものとする。

別添「専属専任媒介への修正ガイド」
本テンプレート(一般媒介・明示型)を専属専任媒介契約に変更する場合、以下の修正を行ってください。
修正1:第2条(媒介契約の類型)を以下に置き換え
第2条(専属専任媒介契約) 1. 本契約は、宅地建物取引業法第34条の2に基づく専属専任媒介契約とする。 2. 甲は、本契約期間中、本物件について他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼してはならない。 3. 甲は、本契約期間中、自ら発見した相手方と本物件について直接取引することができない。本物件の取引は、必ず乙を通じて行わなければならない。
修正2:第5条(契約期間)
→ 専任媒介の修正2と同じ(3か月以内・依頼者申出による更新)
修正3:第7条(レインズ登録)を以下に修正
第7条(指定流通機構への登録) 1. 乙は、本契約締結日から起算して5日以内(休業日を除く)に、本物件を指定流通機構(レインズ)に登録するものとする(宅建業法第34条の2第5項)。 (第2項・第3項は専任媒介の修正3と同じ)
修正4:第8条(業務処理状況の報告)を以下に修正
第8条(業務処理状況の報告) 乙は、甲に対し、1週間に1回以上、書面または電磁的方法により本媒介の遂行状況を報告するものとする(宅建業法第34条の2第8項)。
修正5:第12条(損害金・違約金)に以下を追加
1. 甲が、本契約期間中に自ら発見した相手方と本物件について直接取引した場合(本契約終了後[2年間]以内に契約締結に至った場合を含む)、甲は乙に対し、乙が本媒介の遂行に要した費用および本契約に定める報酬相当額を違約金として支払うものとする。

印紙税に関する注記
紙の契約書として締結する場合
媒介契約書は、印紙税法上の課税文書に該当しません(不課税)。媒介契約は委任類似の契約であり、印紙税法別表第一の各号文書(請負・売買・継続的取引基本契約等)のいずれにも該当しないためです。
電子契約として締結する場合
電子契約での締結時も印紙税は不要です。2022年5月18日施行の宅地建物取引業法第34条の2第11項により、媒介契約書の電子化が認められており、書面交付義務を電磁的方法により充足できます。

テンプレート利用上の注意
· 本テンプレートは弁護士監修ですが、個別案件に応じた修正が必要です。重要な契約は弁護士・宅地建物取引士にご相談ください。
· 本テンプレートは一般媒介契約(明示型・売買用)を主構成としています。専任媒介・専属専任媒介とする場合は、別添の修正ガイドに従い修正してください。賃貸借の媒介の場合は、別途修正が必要です。
· 宅建業法第34条の2第1項の法定記載事項(物件特定/価額/媒介類型/有効期間/解除事項/価額意見の根拠/報酬/レインズ登録/依頼者違反時の措置)を漏れなく記載してください。
· 報酬は宅建業法第46条・国土交通省告示の上限を遵守してください。上限超過は業務停止・免許取消しの対象となります。
· 専任媒介・専属専任媒介とする場合、契約期間は3か月以内(同法第34条の2第3項)・レインズ登録(同条第5項)・業務処理状況報告(同条第8項)の法定義務を遵守してください。
· 末尾署名欄に「宅地建物取引業免許番号」「専任の宅地建物取引士」を必ず記載してください。
· 2022年5月18日施行の宅建業法第34条の2第11項により、媒介契約書の電子化が認められています。電子契約として締結する場合、末尾署名欄の文言を電子契約用に置き換えてご利用ください。電子契約では印紙税は不要です。
· 価額の意見の根拠を依頼者に提示する場合は、別途「査定報告書」を作成し、本契約に添付してください(同法第34条の2第1項第6号対応)。
· 売買契約締結時には、宅建業法第35条(重要事項説明)・第37条(契約書面交付)の各書面の作成・交付が別途必要となります。
· 本テンプレートの利用により発生した一切の責任について、ムスビサインは負いかねます。最終的な内容確認は利用者の責任で行ってください。

なお、ムスビサインなら無料登録で月3件まで無料、有料プランも月々3,000円(税込)で月50件の契約締結が可能です。詳しくは公式サイト(https://musubisign.com)をご覧ください。
本テンプレートは2026年5月時点の法令・実務慣行に基づき作成しています。法令改正により内容が陳腐化する可能性があるため、最新版の確認をおすすめします。
